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■ 薬事情報センターからのお知らせ                 【Ｐ１】 
  ○「薬と健康の週間」関連行事について（開催報告） 

  ○定期購読から 
  ○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

  ○「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第３１回報告書」及び 
   「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業２０２３年年報」について 
  ○季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの供給について 

  ○日薬ニュース 
 

 

■ 医療保険委員会からのお知らせ                  【Ｐ９】 
  ○禁煙外来（保険適用）受診医療機関一覧 

   （ニコチン依存症管理料の施設基準届出済み医療機関一覧） 

 
 

■ 医療安全性情報Ｎｏ.２１５                   【Ｐ１１】 
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薬事情報センターからのお知らせ 
 

 

○「薬と健康の週間」関連行事について（開催報告） 
令和６年１０月１７日～２３日薬と健康の週間期間中の１０月１９日（土）に笛吹

市スコレーセンターにおいて薬事衛生大会と健康を守るくすり展が開催されました

のでご報告致します。 

 

【薬事衛生大会】 

 《薬剤師会関係受賞者（敬称略）》 

  厚生労働省医薬局長表彰（薬物乱用防止功績者） 

             ：須 藤   一（漢方薬局一風堂） 

  知事表彰（薬事功労者） 

             ：藤 原 建 二（アーク調剤薬局 塩山中央店） 

             ：赤 池 久 男（（有）赤池薬局） 

  知事表彰（優良薬局等） 
             ：ありす薬局 
  薬と健康の週間実行委員会会長表彰（優良従業員） 

             ：一 戸 陽 子（ありす薬局） 

             ：上 森 友 紀（ありす薬局） 

（写真左から 藤原先生、赤池先生）         （写真左 ありす薬局 曽根先生） 
 

《記念講演》 

 落語家 桂 三扇さんを講師にお招きし『笑

いと健康』と題し、笑いを交えて話していただ

きました。 
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薬事衛生大会のオープニングでしらゆり幼稚園キンダー鼓隊の皆さんに演奏してい

ただきました。 

 
 

 

【健康を守るくすり展】 

 薬の相談コーナー、キッズコーナー、測定コーナー、アンケートコーナーを開設し、

薬物乱用防止応募ポスターの展示を行いました。 
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○定期購読から 

 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2024 Vol.66No.13 
               【特集】かゆいところに手が届く！ 
                   入院中の皮膚トラブル完全攻略 
                ・総論－よくある皮膚症状の訴えにどう対応する？ 
                ・見逃したらキケン！緊急性の高い皮膚症状 
                ・よくあるから見極めたい！高齢者に多い皮膚症状 
                ・治療中はハイリスク！がん患者で注意する皮膚症状 
                ・答えられますか？患者さんや他職種からの皮膚トラブルの

相談 
               ◇振り返れば国試 
                ・感染症に対する抗菌薬選択にあたって何を考えますか？ 
 
 
 
               調剤と情報 2024 Vol.30No.13 
               【特集】行動変容を引き出す！隠れ糖尿病・糖尿病予備軍の生

活指導のコツ 
                ・薬局が隠れ糖尿病・糖尿病予備軍と向き合う意義 
                ・薬局でできる！食事療法ワンポイントアドバイス 
                ・運動療法の見える化 
                ・糖尿病と飲酒習慣 
                ・喫煙による糖尿病の重症化リスクと禁煙支援のコツ 
                ・隠れ糖尿病・糖尿病予備軍には歯周病管理が不可欠 
                ・糖尿病性足病変予防に必要なフットケアの知識 etc 
               【今月の話題】 
                ・地域薬剤師会による医薬品提供体制情報の収集と周知 
 
 
               薬局 2024 Vol.75No.12 
               【特集】口腔機能低下症・嚥下障害のミカタ 
                  服薬サポートの引き出しを増やしませんか！？ 
                ・口腔機能低下症・嚥下障害ベーシック・レクチャー 
                ・「薬を服用（嚥下）できる」を支えるチカラ 
                 ・「薬を服用する」がなぜできないのかを検証する 
                 ・嚥下機能低下による「薬を服用できていない」トラブル

事例 
                 ・食事の段階分類からみた嚥下機能の評価 
                 ・嚥下機能を考慮した服薬姿勢と方法 
                 ・嚥下機能にあわせた剤形・投薬経路の選択肢 etc 
                ・薬による嚥下障害に気づくチカラ・対応するチカラ 
                ・多職種から学ぶ！服薬支援力を磨くヒント 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２４年Ｎｏ.８が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/ 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２４年Ｎｏ.８ 
事例 1 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【同効薬の重複】 

事例 【事例の詳細】 

 患者にエピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」が処方された。患者から提

示されたお薬手帳には医療機関Ａから処方された薬剤のみが記載されていた。

今回、患者からマイナ保険証が提示され、薬剤情報等の閲覧について同意が得

られたため確認したところ、医療機関Ｂから同効薬のデザレックス錠５ｍｇが

処方されていた。患者から、お薬手帳を医療機関ごとに分けて複数所持してい

ること、現在もデザレックス錠５ｍｇを服用していることを聴取したため、処

方医に疑義照会を行った結果、エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」は削

除になった。 

【推定される要因】 

 患者は、お薬手帳を医療機関ごとに分けて複数所持していた。それぞれの医

療機関では、他の医療機関から処方されている薬剤があることを把握できなか

った。 

【薬局での取り組み】 

 当薬局を利用する患者に対し、お薬手帳の正しい活用方法を説明して周知す

る。マイナ保険証の活用により複数の医療機関から処方された薬剤を把握する

ことができるため、薬局でも患者にマイナンバーカードを健康保険証として利

用するよう促していく。 

その他の情報 販売名 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍ

ｇ/２０ｍｇ「トーワ」 

デザレックス錠５ｍｇ 

有効成分 エピナスチン塩酸塩 デスロラタジン 

薬効分類 アレルギー性疾患治療薬 アレルギー性疾患治療薬 

（２０２４年７月１日現在） 

事例のポイン

ト 

・お薬手帳を有効活用するには、患者が服用・使用している薬剤のすべてが一

つのお薬手帳に集約されていることが前提である。薬剤師は患者に、お薬手

帳の正しい活用方法やその重要性を説明し、患者が適切に使用・管理できる

よう平素より関わり続ける必要がある。 

・２０２４年１２月２日に従来の健康保険証の発行が終了するため、マイナン

バーカードを健康保険証として利用登録したマイナ保険証の利用が促進さ

れている。患者が医療機関や薬局でマイナ保険証を提示し、情報の提供に同

意すれば、過去に処方された薬剤や特定健診の結果などの情報を医師や薬剤

師などと共有することができる。 

・適切に処方監査を行うためには、かかりつけ薬剤師・薬局として患者の服薬

情報を一元的・継続的に管理する必要があるが、現状では患者が複数の薬局

を利用することもあり、処方されている薬剤をすべて把握することが難しい

場合もある。お薬手帳やマイナ保険証などのツール、医療情報連携ネットワ

ークを活用し、患者の服薬情報を収集することが重要である。 
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事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【同効薬の重複】 
事例 【事例の詳細】 

 患者は医療機関で６ヶ月に１回プラリア皮下注６０ｍｇシリンジを投与さ

れ、処方されたデノタスチュアブル配合錠を毎日服用していた。プラリア皮下

注６０ｍｇシリンジの投与が終了し、今回、エディロールカプセル０．７５μ

ｇが初めて処方された。薬剤師は患者に残薬を確認し、デノタスチュアブル配

合錠が残っていることを聴取した。処方医からデノタスチュアブル配合錠の服

用中止の指示がなかったため、患者はデノタスチュアブル配合錠とエディロー

ルカプセル０．７５μｇの両方を服用すると思い込んでいた。薬剤師が処方医

に２剤の併用について疑義照会した結果、デノタスチュアブル配合錠の服用が

終了した後にエディロールカプセル０．７５μｇの服用を開始するよう指示が

あり、デノタスチュアブル配合錠の残数を考慮した処方日数に変更になった。 

【推定される要因】 

 処方医は、デノタスチュアブル配合錠が残っていることを把握していなかっ

た可能性がある。 

【薬局での取り組み】 

 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジの投与開始時や終了時には、ビタミンＤ製

剤やカルシウム製剤の処方・服用状況を確認する。薬剤服用歴等に治療計画を

入力し、薬剤師間で情報を共有する。 

その他の情報 デノタスチュアブル配合錠の添付文書 ２０２３年４月改訂（第１版）（一部

抜粋） 

３.組成・性状 

３.１組成 

有効成分 

1錠中：沈降炭酸カルシウム（日局）７６２．５ｍｇ（カルシウ

ムとして３０５ｍｇ） コレカルシフェロール（日局）０．００

５ｍｇ（２００ＩＵ） 炭酸マグネシウム（日局）５９．２ｍｇ

（マグネシウムとして１５ｍｇ） 

１０.相互作用 

１０.２併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

ビタミンＤ及びその誘導体 

 アルファカルシドール、カルシ

トリオール、エルデカルシトー

ル等 

高カルシウム血症があ

らわれることがある。 

相加作用 

 

エディロールカプセル０．５μｇ/０．７５μｇの添付文書 ２０２４年２月

改訂（第４版）（一部抜粋） 

３.組成・性状 

３.１組成 

有効成分 １カプセル中 エルデカルシトール０．５μｇ/０．７５μｇ 

事例のポイン

ト 

・本事例は、活性型ビタミンＤ３製剤が処方された際、天然型ビタミンＤ３を含

むデノタスチュアブル配合錠の残薬があることを把握した薬剤師が処方医

に情報提供し、同効薬の重複を避けることができた事例である。 

・患者が継続して服用している薬剤が変更・中止になった際、薬剤師は、薬剤

の成分、処方目的、変更・中止の理由、今まで服用していた薬剤の残薬数を

把握したうえで、残薬がある場合はいつまで服用するのかなどを処方医に確

認し、処方医の意図に沿った指導を行う必要がある。 

・デノタスチュアブル配合錠は、プラリア皮下注６０ｍｇシリンジなどのＲＡ

ＮＫＬ阻害薬の投与に伴う低カルシウム血症の治療および予防のため処方

される薬剤である。プラリア皮下注６０ｍｇシリンジの投与 中止後、デノ

タスチュアブル配合錠の補充継続期間については明確な基準は示されてお

らず、個々の患者の血清補正カルシウム値等を考慮し、最終的には医師の判
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断により決定される。薬剤師は経過を観察し、服薬フォローアップを行うこ

とが重要である。 

 ＜参考＞「プラリア投与中止後、デノタス（カルシウムとビタミンＤ）の補

充はいつまで続ければよいですか？」 

 第一三共MedicalCommunity医療関係者向けサイト（参照２０２４年７月１

日） 

 

事例３ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【病態禁忌】 
事例 【事例の詳細】 

 ｅＧＦＲが９ｍＬ/ｍｉｎ/１．７３ｍ２に低下した患者が歯科診療所を受診

し、ロキソニン錠６０ｍｇとフロモックス錠１００ｍｇがそれぞれ通常の１日

量で処方された。ロキソニン錠６０ｍｇは重篤な腎機能障害のある患者には禁

忌であり、フロモックス錠１００ｍｇは高度の腎障害のある患者には投与量を

減らすか、投与間隔をあけて使用することが添付文書に記載されている。処方

した歯科医師に患者のｅＧＦＲ値と薬剤情報を伝えて疑義照会を行った結果、

ロキソニン錠６０ｍｇはカロナール錠２００へ、フロモックス錠１００ｍｇは

マクロライド系抗菌薬へ変更になった。 

【推定される要因】 

 歯科医師が患者の血液検査の結果を把握していなかったこと、患者が歯科医

師に腎機能が低下していることを伝えていなかったことが要因であると考え

られる。 

【薬局での取り組み】 

 当薬局では平素より、患者から入手した血液検査の結果を電子薬歴システム

に記録している。さらに、腎機能や肝機能が低下している患者の場合は、電子

薬歴システムの特記事項欄に記載し、注意喚起を行っている。 

その他の情報 ロキソニン錠６０ｍｇ/細粒１０％の添付文書２０２２年１０月改訂（第２版）

（一部抜粋） 

 ２.禁忌（次の患者には投与しないこと） 

 ２.４重篤な腎機能障害のある患者 

フロモックス錠７５ｍｇ/１００ｍｇの添付文書２０２４年８月改訂（第３版）

（一部抜粋） 

 ９.特定の背景を有する患者に関する注意 

 ９.２腎機能障害患者 

 ９.２.１腎不全又は高度の腎障害（クレアチニンクリアランス４０ｍＬ/ｍ

ｉｎ以下）のある患者投与量を減らすか、投与間隔をあけて使用すること。

血中濃度が持続する。 

事例のポイン

ト 

・薬剤師が、患者の腎機能が低下していることを把握・記録していたことで適

切に処方監査を行い、疑義照会を行った事例である。 

・歯科で処方されることが多い非ステロイド性鎮痛・抗炎症・解熱薬や抗菌薬

には、腎機能が低下した患者に注意が必要な薬剤があることに留意し、患者

の病態や臨床検査値などを把握したうえで処方監査を行い、必要に応じて代

替薬の提案を行うことが重要である。 

・本事業を運営する医療事故防止事業部では、歯科に特化した報告システムを

整備して歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業を開始し、２０２３年１０月よ

り歯科診療所の参加登録と事例報告を受け付けている。 

・本事業は、医療事故情報収集等事業や歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業と

連携し、医療安全の推進に取り組んでいる。歯科領域に関連する事例の報告

もお願いしたい。 
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○「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第３１回報告書」及び「薬

局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業２０２３年年報」について 
 
 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業（以下「本事業」とする。）は、公益財団

法人日本医療機能評価機構（以下「機構」とする。）による厚生労働省補助事業であ

り、平成２１年４月から、薬局におけるヒヤリ・ハット事例等を収集、分析し提供さ

れています。本事業は、医療安全対策に有用な情報について、各薬局に広く共有する

とともに、国民に対して情報を提供し、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的

として実施されています。 
 この度、機構が、令和６年１月から６月までに報告されたヒヤリ・ハット事例を収

集し分析を行った「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第３１回報告書」及び

令和５年１月から１２月までに報告されたヒヤリ・ハット事例の収集・分析の内容を

とりまとめた「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業２０２３年年報が公表されま

した。 
 本事業で令和６年１月１日から令和６年６月３０日までに報告された件数は４９，

７９４件となり、そのうち、「調剤に関するヒヤリ・ハット」の事例は８，５６５件、

「疑義照会や処方医への情報提供」の事例は４１，１６６件で報告事例の９割を占め

ています。 
（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/contents/report/index.html） 
 

 

 

 

 

○季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの供給につい

て 
 

 標記の件につきまして、日本薬剤師会を通じて厚生労働省より通知がありました。 

 

１．季節性インフルエンザワクチンの供給量について 

２０２４／２０２５シーズンの季節性インフルエンザワクチンの供給予定量は、

令和６年８月時点で約２，７３４万本（インフルエンザＨＡワクチンの場合は１

ｍｌを１本に換算、経鼻弱毒性生ワクチンの場合は０．２ｍｌを１本に換算）の

見込み）で近年の使用量を超える供給量が見込まれています。 

  また、今年度は９月第５週の時点で約１，８２０万本、１０月第４週の時点で約

２，７３４万本が出荷可能と見込まれています。 

２．新型コロナワクチンの供給量について 

  ２０２４／２０２５シーズンの新型コロナワクチンの供給予定量は、令和６年８

月時点で約３，２２４万回分の見込みで令和５年秋開始接種の使用量を超える供

給量が見込まれています。 
  また、今年度は９月第５週の時点で約１，２３８万回分が出荷可能とみこまれて

おり、順次ワクチンが供給されるスケジュールとなっています。 
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３．安定供給に係る対策について 
  １３歳以上の者に係るインフルエンザＨＡワクチンについては、いずれの製造販

売業者の製品においても、用法・用量は「１３歳以上のものについては、０.５ｍ

ｌを皮下に１回又はおよそ１～４週間の間隔をおいて２回注射する。」とされて

います。なお、世界保健機関では季節性インフルエンザワクチン（不活化ワクチ

ンに限る。）の用法については、９歳以上の小児および健康成人に対しては「１

回注射」が適切である旨の見解が示されており、季節性インフルエンザワクチン

の定期の接種は１回接種とされています。 
 

 

○日薬ニュース 
【第３０２号】 
 ・医薬品販売制度実態把握調査の結果を公表 

 ・医薬品販売制度に関する自己点検の実施 

 ・【学校薬剤師の皆さまへ】全国学校保健調査（ＷＥＢ形式）ご協力のお願い 

 ・「専門薬剤師が医療の質に与える効果とその評価に関する研究」事例調査へのご協力のお

願い 

 ・【石川県薬剤師会】能登半島地震を総括する学術大会を金沢で開催 

  参加者募集中（締切：１１月末日） 
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